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Labor-management.net News
労務ネットニュース（平成２３年３月発行）

労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！ 

Ｖｏｌ.３８ 
弁護士 向井 蘭 

狩野・岡・向井法律事務所
東京都千代田区麹町4-2-6第二泉商事ﾋﾞﾙ8階

★計画停電の場合などの休業補償について 

（※ 今回は休業補償について記載した

いと思います） 

第１ 計画停電が実施された場合の休業

補償についての通達について 

平成２３年３月１５日に厚生労働省か

ら通達が出されました。「計画停電が実施

される場合の労働基準法第２６条の取扱

いについて」とのタイトルのものです。 

計画停電の時間帯は休業補償を支払う

必要が無いことを内容としています。上

記通達の一部を下に示します。 

「１ 計画停電の時間帯における事業

場に電力が供給されないことを理由とす

る休業については、原則として法第２６

条の使用者の責めに帰すべき事由による

休業には該当しないこと。」 

第２ なぜ計画停電の時間帯は休業補償

や賃金を支払う必要が無いのか 

以下は、計画停電の時間帯に休業補償

や賃金を支払う必要が無い理由（理屈）

を説明します。労基法というよりは民法

の原則が適用されています。 

民法第５３６条１項は「前二条に規定

する場合を除き、当事者双方の責めに帰

することができない事由によって債務を

履行することができなくなったときは、

債務者は、反対給付を受ける権利を有し

ない。」と定めています。この規程をもと

にして以下のとおり説明します。 

１ 履行不能とは何か？ 

文字通り債務を履行することが社会通

念上できなくなることを言います。 

この場合の債務者とは、労働者のこと

を指します。 

労働者の債務は労務を提供することで

す。雇用契約における履行不能とは労働

者が労務を提供することができなくなっ

た場合をいいます。 

具体例を挙げますと、地震により工場

が倒壊し、機械が壊れ全く仕事ができな

い場合などをさします。 

本件の通達の計画停電の場合も債務者

である労働者が労務を提供することがで

きなくなりますので、履行が不能になっ

たといえます。 

２ 不能により原則として債務は消滅す

る 

履行不能になった場合は原則として債

務は消滅します。ただし、労働者に責任

のある履行不能の場合は、債務不履行と

なり損害賠償債務として残ります。 

地震により工場が倒壊し、機械が壊れ

全く仕事ができない場合は、債務者であ

る労働者の責任で仕事ができなくなった
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わけではないので、少なくともその状態

が続いている場合は、労務を提供する義

務は消滅します。計画停電の場合も同じ

です。 

 

３ 労働者の債務が消滅した場合、使用者

の賃金を支払う義務はどうなるか？ 

それでは労働者の債務が消滅した場合、

使用者の賃金を支払う義務はどうなるの

でしょうか？ 

労働者の労務を提供する義務が消滅し

た場合は、債権者である使用者にも責任

がない場合は、その反対の債務である使

用者の賃金を支払う義務も消滅します

（これを債務者主義といいます）。日本は、

特定の取引以外は、不可抗力にもとづく

履行不能の場合は、債務者主義を採用し

ています。そのことを記載したのが民法

第５３６条第１項です。 

「当事者双方の責めに帰することがで

きない事由によって債務を履行すること

ができなくなったときは、債務者は、反

対給付を受ける権利を有しない」との規

定は以上の様なルールを条文として定め

ている訳です。 

地震により工場が倒壊し、機械が壊れ

全く仕事ができない場合は、債務者であ

る労働者の労務を提供する義務は消滅し

ます。一方、債権者である使用者にも責

任がありませんので、民法第５３６条第

１項により、使用者の賃金を支払う義務

も消滅します。 

計画停電の場合も同じです。本件の通

達は、以上の様な民法上の原則を確認し

たと言えます。 

 

使 労 
労務の提供 ×
履行不能による消滅 

賃 金

使 

②民法第 536 条 1 項により消滅 

労
労務の提供×
賃 金×

①履行不能による消滅 

お気軽にご相談下さい 

（10:00 ～ 17:00） 
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